
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水道料金統一の基本的な考え方と 

今後の進め方について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26年５月 28日 

水道事業審議会 

議題（3） 



 

－1－ 

１ 水道料金統一の基本的な考え方 
 

 

【地方公営企業法】 

（料金） 

第２１条 地方公共団体は、地方公営企業の給付について料金を徴収することができる。 

２ 前項の料金は、公正妥当なものでなければならず、かつ、能率的な経営の下における

適正な原価を基礎とし、地方公営企業の健全な運営を確保することができるものでなけ

ればならない。 

 

 

【水道法】 

 

（供給規程） 

第１４条 水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件につい

て、供給規程を定めなければならない。 

２ 前項の供給規程は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。 

⑴ 料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであること。 

⑵ 料金が、定率又は定額をもつて明確に定められていること。 

⑶ 水道事業者及び水道の需要者の責任に関する事項並びに給水装置工事の費用の負担

区分及びその額の算出方法が、適正かつ明確に定められていること。 

⑷ 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。 

⑸ 略 

３～７ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一水道事業、同一料金の原則  

河原地域及び青谷地域の水道料金を鳥取・国府地域の水道料金に統一  



 

－2－ 

２ 今後の進め方 

 

 ○水道事業審議会の審議におけるポイント 

 

≪諮問事項１≫ 鳥取・国府地域、河原地域及び青谷地域の現行水道料金を適正な額

に統一することについて 

 

鳥取・国府地域と河原地域、青谷地域の水道料金を適正な額に統一することにあたり、

料金統一後、３年間の適正な料金水準について検討を行う。→料金統一後の３年間の財政

収支を検討＜図１＞ 

 

   ＜図１＞ 

 

    【財政収支（３年間）の検討】（簡易水道事業分を除く） 

 

 

 

         ◇水需要の予測 

           ・過去の実績の有収水量及び社会経済情勢の推移に基づく合理的な給水 

          需要予測 

                        

 

       ◇事業費 

・人件費、減価償却費、動力費、その他物件費など 

・施設整備・更新計画に基づく事業費 

 

  

         

◇料金算定期間 

・平成 27～29年度の３年間（平成 28年度末に簡易水道統合という新た 

たな要素がでてくるため、できるだけ短い期間を設定） 

（参考：水道料金算定要領（日本水道協会作成）では、３～５年で設定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業費の算定（支出予測） 

水需要の予測（収入予測） 

 

料金算定期間の設定 

【料金改定案と答申案の検討】 

【答  申】 

【適正な料金水準】 



 

－3－ 

≪諮問事項２≫ 今後の水道料金体系の在り方について 

 

今後の水道料金体系の在り方について、料金統一後、１０年間程度の事業計画や財

政収支を基にした今後の料金水準の検討を図るとともに、「新水道ビジョン」で示され

ている「料金制度の最適化」について検討を行う。→長期的視点に立った企業経営と

水道料金の在り方（逓増度、基本料金と従量料金の割合）の検討＜図２＞ 

 

＜図２＞ 

 

【財政収支（１０年間程度）の検討】（簡易水道事業分を除く） 

 

 

   

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 逓増度※の検討 

 

◇ 基本料金と従量料金の割合の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

【答  申】 

【答申案の検討】 

水需要の予測（収入予測） 

 

事業費の算定（支出予測） 

【今後の水道料金体系の在り方について検討】 

 

【今後の料金水準】 

※逓増度とは、水道料金の最高単価が最低単価の何倍となっているかを示した指標 

 

逓増度＝水量１立方メートル当たりの最高単価÷水量１立方メートル当たりの最低単価 

 


